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大国屋電機工業株式会社
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住民懇談会（調布会場）に参加の皆さま 
2026/6/4

お
社協
だよりた
お

大田区社会福祉協議会は「みんなでつくる　共につながりあう　まち」の実現に向けて、
地域の皆さまと力を合わせて大田区の地域福祉を推進する団体です。



会員にはどんな人がいるの？２
その

多様な「主人公」たちがまちを支える

窓ロ･電話･FAX､またはHPより
お問い合わせください。

金融機関での振込をご希望の方には
払込用紙をお送りします。

まずは
お問い合わせください

窓口でのお申込み、
または振込用紙の送付

知って
おきたい
 メリット

大田区社協は
よりよい地域にするために、
様々な事業に取り組んで
います。

地域を支える２ステップ
会員の種類および会費（年額）

団体賛助会員

「多様な立場の人とつながることで活動の視点が広がります」

「目に見えない『ちょっとした助け』のために、
　　　　　　　　　 お金で協力し合うことも大切な参加です」

「会社が作る『きっかけ』で、地域貢献がもっと身近になりました」

　大学院で学びつつ、地域で子ども主体の工作活動を行っています。会員になり「社協
だより」等で他団体の実践を知ることで、自らの活動を客観的に見つめ、切磋琢磨する
きっかけをいただきました。会員として同じ悩みや関心を持つ人とつながり、多様な視
点を得ることは、新しい活動や地域の幸せを支える土台になります。多くの方が、この
「立場を問わず、誰もがまちを支える主人公になれるこの輪」に加わってくれると嬉しいです。

　以前、民生委員として活動していた時に会員となりました。地域で緑化活動を15年
続けていますが、活動を通じて、外見では見えないけれども、ちょっとした助けが必要
な人がいっぱいいるんじゃないかなと、感じています。社協はそうした方々の幸せのた
めに会費を役立ててくれます。直接動けなくても、年1,000円の会費で地域を支える土
台になれます。目には見えない、心で感じるようなものをお金で協力し合っていくこと
も必要かなと思います。

なでしこの会 (菅野 惠子さん) 

団体特別会員 大国屋電機工業（株） (山岸 良行さん) 

社協会員とは

会員会費はどう使われる？！１
その

社協会員
募集

社協会員
募集

個人正会員 豊島 大史さん（大学院生・「おおもり・遊びと工作研究会」世話人）
とよ  しま　 ひろ ふみ

すが  の　  けい  こ

やま ぎし　よし ゆき

【問合先】庶務・計画担当  TEL 03-3736-2021 

制度の「スキマ」を埋める思いのバトン

公的な支援が届かない「ちょっと困った」を助け合う、
柔軟な活動の土台になります。

この他にも、安心して暮らせる地域づくりを
推進するための事業に活用されます。

   被災後の生活再建を支える担い手を育成します。

一日でも早く復興するための備え

災害ボランティア
養成講座

高齢・産前産後・障がい者サポート

例えば···

絆サポート1

2

会員のみなさまには「おおた社協だより」が年4回届きます！

大田区社会福祉協議会に納入いただいた社協会員会費は、税制優遇措置の対象となります。
所得税、法人税、住民税（大田区）において、それぞれ定められている条件を満たすことで、
税制上の優遇措置を受けることができます。
なお、税制上の優遇措置を受けるには、確定申告が必要です。

　普段は公共インフラの電気設備管理として、竣工時の達成感を追い求めています。
会社の社会貢献活動を機に会員となり、社協が行っているフード
ドライブ活動等に参加し始めました。
　誰もが参加しやすい仕組みにしたことで、少しでも地域の
お手伝いができている実感が社内に広がっています。広報誌
への掲載も社員みんなの励みです。会社がきっかけを作るこ
とで参加のハードルは下がります。忙しい方こそ地域貢献を
始めてほしいです。きっと良い体験になると思います。

1 ２

民生委員
児童委員

会員になるにはどうすればいいの？３
その

居場所づくり

つどいの場

個人

企業・商店

大
田
区
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

ボランティア団体

領収書は
大切に保管！

届いたら内容を確認

一口
1,000円

個人正会員
一口

3,000円

団体賛助・施設
会員

一口
10,000円

特別会員
（個人・団体）

迷ったらまず連絡！

こども食堂

車いすステーション

地元愛のカタチ
が多様になれば、まちはもっと笑顔になる～ 参加のかたちは
ひとつじゃない、未来をつくるみんなが主役の地域づくり ～

広 告 広 告

広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、当会が推奨するものではありません。
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１施設・団体あたり
５万円から30万円
総事業費の
75％以内

赤い羽根共同募金は、大田区の福祉施設・団体を応援します
地域配分（Ｂ配分）は、大田区のみなさまからお寄せいただいた寄附金の一定割合
を、大田区内で活かすことを目的とした配分です。
配分を希望する施設・団体は所定の申請書を下記QRコードからダウンロードして
ご提出ください。

【問合先】  庶務・計画担当  TEL 03-3736-2021
（東京都共同募金会大田地区配分推せん委員会 事務局）

配分申請額 

令和８年９月30日（水）

⬆詳しくはこちら

令和8年度地域配分（B配分）
申請の受付がスタートしました！

赤い羽根共同募金

申請書提出期限

対象施設・団体 対象事業の例 
児童館、保育施設、
障害児・者の

地域生活支援・就労支援
を行う施設・団体 等

備品の購入、小規模修理、
研修・訓練・交流などの事業

事業開始から1年以上
経過していること

※利用者のために購入・実施
されるものが対象です

令和９年度に実施する
以下の事業

◎詳細は担当まで
　お問い合わせください

令和8年2月1日～令和8年5月31日

塩川　悦男
宮澤　勇

40,000
3,000

ダイドードリンコ株式会社
成友興業株式会社

7,834
7,992
20,000藤原　静子

株式会社ケアサービス 
クリーンサービス課 46,810

有藤　由紀子 2,000
広沢電機工業株式会社 1,000,000

フィット電装株式会社 1,000,000
亡島田宗衛相続財産 10,000,000

お名前（順不同・敬称略） 金額（円）

洋食亭おおはし
東京都立大森高等学校ポプラ会

100,000
144,856

二瓶　敏明
髙瀨　勝也

11,562
5,000
62,190株式会社伊藤園東京大田支店

株式会社ニシヤマ 1,000,000
匿名　7件

※おこめ券としてご寄附をいただきました。

※
293,663

お名前（順不同・敬称略） 金額（円）

あたたかいご寄附をありがとうございました
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　今回、ご紹介するのは、大田区シニアクラブ連合会会長
の飯田幸男さんです。
　「シニアクラブ」は、日々の生活を健全で豊かなものにす
ることを目的に、おおむね60歳以上の方が集まり、会員に
よる「あいさつ一声運動｣やボランティア活動、健康の増進
や生きがいを高めるための運動などを行っている会員組織
です。
　大田区内で活動する「大田区シニアクラブ連合会」は、
「明るく、楽しく、元気よく、そして笑顔で！」をスローガンに、
151クラブ、約12,000名の会員数で構成され、東京都内
第1位のクラブ数、会員数を誇ります。
　飯田さんは、シニアクラブ連合会の活動について、「生涯

人生100年時代、生涯現役！ 
現役でいろいろな活動に参加することが、最大の健康の秘
訣。歳を重ねるということは、決して衰えではなく、成長し続
けること」と話されています。
　日本では少子高齢化が進んでいますが、これからも元気
で活力あふれる社会であり続けるためには、シニア世代の
活躍は欠かすことはできません。そうした意味でも、シニア
クラブの活動は今後ますます重要になっています。
　「会員の皆様と魅力あるクラブづくりを目指し、会員の声
に耳を傾け、地域のさまざまな団体との連携を通じて、活動
に新しい視点を取り入れながら、これからの活動を進めてい
きたい」と話す飯田さんからは、熱い思いが伝わってきまし
た。

大田区社会福祉協議会
会長コラム

中島  寿美

大田区内での要介護認定調査業務を行う調査員を募集しています｡
概ね月８件以上の認定調査が可能な方の応募をお待ちしております｡

対　　象

下記のいずれかの資格・経験を有し、併せて認定調査員
新規研修を修了している方
①介護支援専門員
②認定調査経験が1年以上の方
③介護保険法施行規則で定める資格を取得後、介護や
　高齢者医療に関わった経験が５年以上ある方
※詳細は本会HPをご確認ください。

調査報酬 調査１件につき5,940円（消費税540円込み）

面 接 日 詳細は後日応募者にお知らせします。

提出書類
（１）登録調査員申込書（写真貼付）
　  ※本会HPからダウンロードできます。
（２）介護支援専門員証（携帯用）等の写し
（３）認定調査員新規研修修了証書の写し

送付先
及び
問合先

〒144-0051  大田区西蒲田７-４９-２
社会福祉法人  大田区社会福祉協議会  要介護認定調査担当
TEL ０３-５７０３-８２３３

介護保険の認定調査員
（登録調査員）の募集

　近年の夏の酷暑は「災害」とも
言える厳しさを見せており、地域
の見守りとつながりが必要不可欠
となっております。
　今回の社協だよりで取り上げま
した社協会費は、こうした地域の見
守りやつながりづくりの一助となる
よう大切に活用しております。
　誰一人として取り残されることのない、誰もが安心
して暮らせる地域共生社会を目指して、皆さまと共に
歩んでまいります。引き続き温かなご支援ご協力のほど、
何卒よろしくお願い申し上げます。

▲飯田　幸男さん

次回は
おおた成年後見センターの
「つながる人図鑑」です！

地域の つながる人図鑑

広 告

広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、当会が推奨するものではありません。
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